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   警察官をかたる不審電話に注意！  （稚内警察署） 
 全道各地で、警察官を名乗る男が、年配の女性の自宅に電話をかけ、暗証番号を聞きだ

し、銀行協会職員や銀行員などになりすました共犯者がキャッシュカードを受け取りに来

て、預金を引き出される被害が増えています。 

 警察や銀行などが口座番号や暗証番号を尋ねたり、キャッシュカードや通帳を受け取り

に訪問することはありません。 

  最近の手口 

 犯行グループは、警察官騙りなどで使用する電話番号を海外の電話会社を通じて、希望

の番号にして、例えば「△ △ △ ― ０ １ １ ０」など、末尾の４桁を「０１１０」

にして、ナンバーディスプレイ等に表示された番号を見た被害者等が「警察からの電話」

だと信用させる手口が道外で発生しています。 

 海外からの電話では、市外局番にあたる一番左に 

「０」がつかないので、特に注意して見てください。 

 被害に遭わないために 

★ 絶対に口座番号、残高、暗証番号を他人に教えないこと! 

★ 絶対にキャッシュカードや通帳を他人に渡さないこと! 

★ 怪しい電話がかかってきたら、すぐに警察に通報すること! 

 

☆☆☆ 無料法律相談の活用を! ☆☆☆ 

稚内市では「無料法律相談」を毎月１回、第２日曜日に実施しています。 

事前に申込みが必要ですので、相談を希望される方は下記までご連絡ください。 

【実施日】 １月１６日・２月２０日・３月１３日 

稚内市 市民生活課 生活交通グループ  電話 （直通） ２３－６４１３ 

 

 
 

稚内市消費者被害防止連絡会ニュース No．15 

[事務局]  

稚内市消費者センター 

稚内市中央 4丁目 16－2 

稚内市保健福祉センター2階 

電話 0162－23－4133 

 

警察！？ 

△△△－０１１０ 



相談事例（稚内市消費者センター） 
出会い系サイト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出 前 講 座 
 稚内市消費者センターは、１１月２６日、宝来地区活動 

拠点センターで、同地区４老人クラブ会員５０人を対象に 

「あなたを狙う悪質商法について」をテーマに出前講座を 

実施しました。悪質商法による被害防止とクーリングオフ 

について「催眠商法に気をつけて」の寸劇を交えながら説 

明しました。（写真参照） 

また、これに先立ち稚内警察署生活安全課課長 大澗文 

弘氏による「高齢者の交通事故防止及びあなたを狙う悪質商法について」の講話がありま

した。   ★稚内市の出前講座「悪質商法について」の申込み・問い合わせは、 

稚内市市民生活課 電話（直通）２３－６４１３ まで 

相談内容 無料の占いサイトに登録したと

ころ、色々なサイトからメールが来るようにな

り、その中の出会い系サイトで知り合った女性

に２千万円をあげると言われた。ポイントを購

入して女性とメールを交換していたが、女性か

らサイトを通すとメール費用がかかるから、サ

イト契約を解除するように指示された。サイト

解除のためのポイントを購入、指示通りにした

が、いくらやっても解除することが出来ず騙さ

れたことに気がついた。 

対処 使用したポイント料金の支払先に指定

された口座は、金融機関で不正口座であること

が判明し、返金されたため、相談者は改めてサ

イト業者に違う口座番号を教えてもらい入金

を行っていた。センターでは、この口座を不正

口座として財務局に報告し、サイト業者、クレ

ジット決済代行業者に経緯を書いた書面を送

付。その後業者と交渉し、返金となった。 

助言 このようなトラブルを防ぐために、サイ

トへの不用意なアクセスや登録は避けましょう。

知らない相手から大金は手に入りません。 


